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　セグメント桁の運搬について、制限高さ、幅、長さ、重量の制限値およびその制限値を超える場合
の対応はどのようにすればよいか。

　セグメント桁の運搬について、制限高さ、幅、長さ、重量の制限値が各法令により表-1のように定
められている。

制限値を超える場合の対応としては、以下の方法がある。

道路交通法の特例として、最大積載量を超えるものについては、出発地の警察署長が車
両の構造、道路の状況、交通の状況を勘案して支障がないと認めて制限外積載許可を与
えたときは、車両を運転することができる（道路交通法第57条）。

保安基準の制限値を超える車両については、地方運輸局長が車両構造、使用の態様を
勘案して認定を行った場合には、基準緩和車両として運行することができる（保安基準第
55，56条）。

表-1 各法令による運搬制限値


